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中国電力株式会社 

再発防止対策の実施状況について（２回目） 

当社はこのたび，発電設備に関する不適切な事案の「再発防止対策」につい

て，本年度上期末時点の実施状況を取りまとめましたのでお知らせします。 

これは，「再発防止対策」の実施状況について客観性，透明性を高めるため，

定期的に開催する当社「企業倫理委員会」への報告にあわせて公表することと

しているもので，前回８月９日に続き２回目となります。 

当社としては，再発防止対策に関して企業倫理委員会から寄せられたご意見

等について，適切に施策へ反映させるよう真摯に検討を行うとともに，自らも

見直しを行いながら，効果的な再発防止に向けて取り組みを進めてまいります。 

◆再発防止対策の実施状況の概要（平成１９年度上期末現在） 

施策の８割以上が実行に移され，ほぼ計画どおりに進捗しています。 

【再発防止対策の実施状況総括表】   ( )内は，前回公表時からの増減 

設備別 
区 分 全社共通 

水力設備 火力設備 原子力設備 
合 計 

検討中 ７ (△7) ２ (△5) ０ (△3) ０ (△15) ９ 

実施中 (△1) ７ (＋6)１４ (＋5)１７ (＋3) ８ (＋13)４６ 

完了済 (＋1) ４ (＋1) １ ０ ０ (＋ 2) ５ 

合 計 １８ １７ １７ ８ ６０ 

【主な施策の実施状況】 

・全社共通施策 

項  目 概 要 (実施日) 

企業倫理委員会の機能強化 

（完了） 

・第１回企業倫理委員会開催(8/8) 

・社外委員からの発言内容の取り扱いを明確化 

(10/1運用開始) 

・既に完了し，お知らせ済みの施策 

コンプライアンス経営推進宣言，内部通報制度の充実，保安規程の変更 

なお，コンプライアンス強調月間の実施についても，10/31にお知らせ済みです。 



・設備別施策 

項  目 概 要 (実施日) 

ＱＭＳ※高度化計画の実施 

【原子力】 

(
※
品質マネジメントシステム) 

・各種業務の実効性を高める方策を検討(8/31完了) 

・方策を社内要領(QMS文書)に定め，試行(8/28開始) 

良好なコミュニケーション

と明るい職場創り 

【原子力】 

・安全文化醸成ｅ－ラーニングを実施(9月開始) 

・他の電力会社を調査し，良好事例を計画へ反映

(9/21) 

国からの行政処分に関する

取り組み 

【原子力】 

・国の変更命令に基づく保安規定変更(8/31認可) 

・法令改正に伴う保安規定変更（9/28申請） 

法令遵守を徹底する業務教

育の実施 

【水力】 

・管理職を対象とした特別研修を実施（9/27完了） 

法令遵守が出力確保に優先

することを行動指針として

徹底 

【火力】 

・コンプライアンス・ハンドブックを新たに作成し，

火力部門全員に配布(9/7) 














































































































































	本文
	参考
	分冊

